
H22補正 地域医療再生臨時特例交付金の概要

1現状の課
,
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現在の地域医療再生計画は、二次医療圏を基本単位としていることから、都道府
県単位(二次医療圏)の広域医療圏における医療提供体制の考え方が、十分に計画
されているとはいえない状況である。
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事業概要
,

◎ 都道府県が策定する地域医療再生計画に基づく事業を支援  :  |
0対象地域 1都道府県単位 (二次医療圏)※一次・二次医療圏を含む広域医療圏
○対象事業 地域の実情に応じて自由に事業を決定
○計画期間 平成25年度までの4年間
○予算総額  2,100億円 (15億円x52地域、加算額1,320億円)

×52地域のうち新成長戦略に資する高度 専門医療機能を担う医療機関の整備 拡充などを伴う大規模事業のケースに塑皇

○計画の評価・助言は、厚生労働省に設置する有識者による会議で実施
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一次・二次医療圏を含む三次医療圏全域での

医療連携体制の構築の例

集中治療窒 医療織器等の整備

高度 専円区療機 1しを持つ医療機関

救命漱急センタ=の整備 拡i
広核E疾圏の患者を対象としたがん 脳準中
等の医齢 関の施設 設備の鰤

二次教急医療を担躯 床磯関の施散 調市の

整備

脳卒中で救急章

により入院

継続的に
お薇所 撻康管理
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地域医療再生計画0スケジュール(予定)
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地域底瘤再生臨時鳴倒
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1平成25年度末までの年度計画を作成するとともこ 各事業毎の責任者を明樹 ヒすること等に

より 計画を着集に実施していくことの礎 る体制を整えること

2各種会議やパブリッタ●メントの夕築などにより 民間医療機関関係者や医師会等地域の医療

関係団体 地域住民等官民間わす l.広く地域の医療関係者の意見を霧取し その内容を計

画に反映すること その際 保健所は 医療機関|:互の調整を行うなど 積極的な役割を具た

すこととする さらこ 計画の進蔵状況の評価を行,こ当たつても 同様に幅広い地域の医療関

係者の意見を聴取するようltること

3高度 専門医療機関等と役割分担 連携する医療機関(以下 嘲 医療機関Jという )を 民

間医療機関綸 め二次医療圏内で適正数指定することなどにより 急性翔から亜樹 生期 回

復期 維持期 そして在宅へと連なる切れ日のない医療提供体制構 築する●と また 院内

感染を含む感染症対策の体制肇備についても留意すること その際には 必要に応して医療

計画の見直しお うこと

4高度 専門医家機関筆 連携医療機関は 地域連携タリティカ′レ ス`の活用の推進や関係院

長会議を設置するなど 邁離 より強固なものけ るための仕組みを講じること

5基金は 施設姉 設備勘爺のみに偏ることなく 医師等の不足となつている地域医療機関が

医師等を受け入れるに当たつての環騎整備″ 匡姉等の確保や人材青成のためにも活用する

ようこすること その際には 平成22年度に実施した町 要医師数実態調査Jなどによる地域毎

の医師の雌 状況の情報を活用すること

`T・
成22年度地域饉療再生臨時特例交付全交付要綱4(2)の 事業の場合は 上記|コ 1え次の

基準を満たしていること

①当該事業により郵 薔 拡充等を行う高度 専門区燎機関等と連携匡民機関 (以下 「整備対

象医療機関Jという ,こは 医師事務作業補助員の導入等医師の負担軽減措跳 ,|せて行

うことなどを通じて 地域匡艤 関の医師不足を解消していくための役割も積極的に果たし

ていくことのできる体制雄 備すること

②郵漏対象医療機関の間で診療情難 臨床評価に係る情報を

'集
分析 情報共有する体制

を整備することで 二次医療圏内の医療状況を定量的に評価し 医療の質を底止ずするよう

努めること

①基金を交付する施軸 都聯 菫描 事業については 盤 交付額に加え都J付嚇 事

業者負担等を上乗せした事業規模とすることが望まし,、

050億円を超えるこ全刻 寸額を申誇する事業の整備対象匡療機関で 施設自愉妻として2億

円以上の基金が交付される医療機関については 当該2億円以上の基金が交付される医療

機関全体で原則として10%以上の病床削減を行うこと

(注 )ただし 施設整備費として日壼円以 [の基金が交付される医Fra関が病床非過剰地域である
=l●

医

療欧 所在する場合は 6%以上の病ネ削減とすることなお 病床過剰地域及び病床おE剰地域

それそれに所在する病床i鍼対象医療機関全体の合計削減病床数の憫 の々医療機関ヽの配分に
ついては 各趣道府県が関係者との目葉警を行,判断するものとすこ

⑤80億円を超える基金交●IIIを 中講ち 事業は 病院の統合再編を行うこと
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【考え方】

1)現行の再生計画の対象分野 (医師育成 派遣、収急医療 周産期医療)の中で十分ではない

全県的な重要項目を充実させる

2)上記分野に次ぐ全県||な 医療課題 高度 専門医京の分野について対応を図る
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【内容】

1)現行再生計画の対象分野て充実すべきもの

十分て よな

いに望項目
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